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〈参考１〉サンプルデザイン

１．母集団：全国の市区町村に居住する世帯員２人以上の一般世帯（2020（令和２）年１月１日現在推定38,769,140世帯）
２．地点数：400地点
３．抽出方法：層化２段（副次）無作為抽出法
（１）（層　化）
①　全国の県を単位として地域別に次の15ブロックに分類した。また、３大都市圏は次のように定義した。
（ブロック名）
北 海 道：北海道全域
東 北：青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
関 東：千葉県（富津市・千葉市・成田市）・茨城県（竜ヶ崎市・常総市）・埼玉県
（東京を除く首都圏）　�（久喜市・桶川市・川越市・入間市）・神奈川県（相模原市・厚木市・小田原市）�

これらの都市を結ぶ圏内の市町村
関東（首都圏以外）：群馬県・栃木県・山梨県の全域及び、茨城県・埼玉県・千葉県・神奈川県の首都圏地域

を除く
東 京： 東 京 都 全 域：東京都全域
北陸：新潟県・富山
県・石川県・福井県

：新潟県・富山県・石川県・福井県

中 部（ 中 京 圏 ）：�愛知県（蒲郡市・豊田市）・岐阜県（土岐市・関市・大垣市）・三重県（四日市市）�
これらの都市を結ぶ圏内の市町村

中部（中京圏以外）：静岡県・長野県の全域および、愛知県・岐阜県・三重県の中京圏地域を除く
近 畿：奈良県（御所市・桜井市・奈良市）・京都府（宇治市・亀岡市・京都市）・兵庫県
（大阪を除く京阪神圏）　（三田市・三木市・明石市）これらの都市を結ぶ圏内の市町村
近畿（京阪神圏以外）：滋賀県・和歌山県の全域及び、奈良県・京都府・兵庫県の京阪神圏地域を除く
大 阪：大阪府全域
中 国：鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
四 国：徳島県・香川県・愛媛県・高知県
北 九 州：福岡県・佐賀県・長崎県・大分県
南 九 州：熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

首 都 圏：東京駅を中心とした半径50キロ圏
中 京 圏：名古屋駅を中心とした半径40キロ圏
京 阪 神 圏：大阪駅を中心とした半径40キロ圏と京都市全域

②　各ブロックについてはさらに、世帯数による都市規模を考慮して、次のように４分類した。
21大都市
世帯数３万以上の都市
世帯数３万未満の都市
郡部（町・村）

注）�１．ここでいう都市とは、2020（令和２）年４月１日現在での市制施行の領域を都市とした。�
�２．世帯数による都市規模の分類は、2020（令和２）年１月１日現在による住民基本台帳による世帯数に
よった。

　（総務省自治行政局）
③　21大都市および世帯数３万以上の都市を参考までに列記すると、次のとおりである。
○21大都市
札幌市・仙台市・さいたま市・千葉市・東京都区部・横浜市・川崎市・相模原市・新潟市・静岡市・浜松市・�
名古屋市・京都市・大阪市・堺市・神戸市・岡山市・広島市・福岡市・北九州市・熊本市
○世帯数３万以上の都市（計361都市）
北海道：函館市・小樽市・旭川市・室蘭市・釧路市・帯広市・北見市・岩見沢市・苫小牧市・江別市・千歳市・

恵庭市� （12都市）
東北： 青森市・弘前市・八戸市・盛岡市・花巻市・北上市・一関市・奥州市・石巻市・名取市・大崎市・秋田

市・横手市・大館市・由利本荘市・大仙市・山形市・米沢市・鶴岡市・酒田市・福島市・会津若松市・
郡山市・いわき市� （24都市）
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関東： 水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・龍ケ崎市・笠間市・取手市・牛久市・つくば市・ひたちな
か市・鹿嶋市・筑西市・神栖市・宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山市・真岡市・
那須塩原市・前橋市・高崎市・桐生市・伊勢崎市・太田市・館林市・渋川市・川越市・熊谷市・川口市・
行田市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・鴻巣市・深谷市・上尾市・
草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・八潮市・
富士見市・三郷市・坂戸市・鶴ヶ島市・吉川市・ふじみ野市・市川市・船橋市・木更津市・松戸市・野
田市・茂原市・成田市・佐倉市・習志野市・柏市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鎌ケ谷市・
君津市・浦安市・四街道市・八街市・印西市・香取市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・
茅ヶ崎市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・綾瀬市・甲府市・甲斐市�（98都市）

東京： 八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・
日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・
多摩市・稲城市・あきる野市・西東京市� （25都市）

北陸： 長岡市・三条市・柏崎市・新発田市・上越市・富山市・高岡市・射水市・金沢市・小松市・白山市・福
井市・越前市・坂井市� （14都市）

中部： 長野市・松本市・上田市・飯田市・佐久市・安曇野市・岐阜市・大垣市・高山市・多治見市・関市・中
津川市・各務原市・可児市・沼津市・三島市・富士宮市・伊東市・島田市・富士市・磐田市・焼津市・
掛川市・藤枝市・御殿場市・袋井市・豊橋市・岡崎市・一宮市・瀬戸市・半田市・春日井市・豊川市・
刈谷市・豊田市・安城市・西尾市・蒲郡市・犬山市・江南市・小牧市・稲沢市・東海市・大府市・知多
市・知立市・尾張旭市・豊明市・日進市・北名古屋市・あま市・津市・四日市市・伊勢市・松阪市・桑
名市・鈴鹿市・名張市・伊賀市� （59都市）

近畿： 大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・草津市・守山市・甲賀市・東近江市・福知山市・舞鶴市・宇治
市・亀岡市・城陽市・長岡京市・八幡市・木津川市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹
市・豊岡市・加古川市・宝塚市・三木市・高砂市・川西市・三田市・たつの市・奈良市・大和高田市・
大和郡山市・橿原市・生駒市・香芝市・和歌山市・田辺市� （38都市）

大阪： 岸和田市・豊中市・池田市・吹田市・泉大津市・高槻市・貝塚市・守口市・枚方市・茨木市・八尾市・
泉佐野市・富田林市・寝屋川市・河内長野市・松原市・大東市・和泉市・箕面市・柏原市・羽曳野市・
門真市・摂津市・東大阪市・交野市� （25都市）

中国： 鳥取市・米子市・松江市・出雲市・倉敷市・津山市・呉市・三原市・尾道市・福山市・東広島市・廿日
市市・下関市・宇部市・山口市・防府市・岩国市・周南市� （18都市）

四国： 徳島市・阿南市・高松市・丸亀市・松山市・今治市・宇和島市・新居浜市・西条市・四国中央市・高知
市� （11都市）

北九州：大牟田市・久留米市・飯塚市・行橋市・筑紫野市・春日市・大野城市・宗像市・太宰府市・糸島市・佐賀市・
唐津市・鳥栖市・長崎市・佐世保市・諫早市・大村市・大分市・別府市・中津市・佐伯市� （21都市）

南九州：八代市・天草市・宮崎市・都城市・延岡市・鹿児島市・鹿屋市・薩摩川内市・霧島市・姶良市・那覇市・
宜野湾市・浦添市・名護市・沖縄市・うるま市� （16都市）

④　�各ブロック・都市規模別分類のそれぞれを層として、計56層とし、第１次抽出単位（調査地点）としては、平成
27年国勢調査時に設定された調査区を使用した。

（２）（抽　出）
①　第１次抽出単位となる調査区（調査地点）の抽出は、各層（56層）ごとに

層における平成27年国勢調査世帯数（計）
＝抽出間隔

層での抽出調査地点数

を算出し、系統的に調査区を抽出した。
抽出のための抽出№として、抽出間隔より小さい数を乱数表より求め第１地点の抽出№とし、これに抽出間隔を
加えた数を第２地点の抽出№とする。以下同様にして、抽出地点数だけ抽出№を算出する。
調査区世帯数を積算して、抽出№を含む調査区を調査地点として抽出する。
また、層で１地点を抽出する層については、乱数表より抽出№を求め、無作為に抽出した。

②　�抽出に際しての各層内における市区町村の配列順序は、平成27年国勢調査時の「都道府県郡市区町村順序一覧」
に従った。

③　�抽出調査地点での対象世帯の抽出は、調査地点（調査区）の範囲（町・丁目・番地・部落等を指定）内により、
住宅地図を使用して等間隔抽出法によって世帯を抽出した。
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（３）（結　果）
以上の作業の結果得られた各ブロック別・層別の抽出地点数は、以下のとおりである。

〔推定母集団〕

規　模
ブロック 21大都市 世帯数３万

以上の都市
世帯数３万
未満の都市 郡　　部 計

（構成比率％）

北　海　道 635,409 596,247 204,342 316,412 1,752,410
（4.5）

東　　　北 295,436 1,188,956 662,944 453,142 2,600,478
（6.7）

関
　
　
　
東

東　　　京 2,597,544 1,216,671 17,348 27,064 3,858,627
（10.0）

東京を除く
首 都 圏 2,515,018 3,586,437 234,798 177,174 6,513,427

（16.8）

首都圏以外 0 1,839,608 730,120 431,911 3,001,639
（7.7）

（小　　計） 5,112,562 6,642,716 982,266 636,149 13,373,693
（34.5）

北　　　陸 232,250 739,127 436,697 117,985 1,526,059
（3.9）

中
　
　
部

中　京　圏 654,179 1,533,439 296,923 168,196 2,652,737
（6.8）

中京圏以外 460,007 1,339,433 421,474 321,127 2,542,041
（6.6）

（小　　計） 1,114,186 2,872,872 718,397 489,323 5,194,778
（13.4）

近
　
　
　
畿

大　　　阪 1,047,028 1,498,816 115,003 59,561 2,720,408
（7.0）

大阪を除く
京 阪 神 圏 857,343 1,128,827 97,612 132,630 2,216,412

（5.7）

京阪神圏以外 0 847,646 431,033 179,206 1,457,885
（3.8）

（小　　計） 1,904,371 3,475,289 643,648 371,397 6,394,705
（16.5）

中　　　国 563,109 1,092,623 433,954 177,207 2,266,893
（5.8）

四　　　国 0 689,146 308,962 195,130 1,193,238
（3.1）

北　九　州 713,950 1,026,289 542,983 303,824 2,587,046
（6.7）

南　九　州 220,085 859,389 468,866 331,500 1,879,840
（4.8）

計
（構成比率％）

10,791,358
（27.8）

19,182,654
（49.5）

5,403,059
（13.9）

3,392,069
（8.7）

38,769,140
（100.0）
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〔ブロック別都市規模別地点数、カッコ内は回収数〕

規　模
ブロック 21大都市 世帯数３万

以上の都市
世帯数３万
未満の都市 郡　　部 計

北　海　道 7（ 70） 6（ 70） 2（ 20） 3（ 30） 18（ 180）

東　　　北 3（ 30） 12（ 120） 7（ 70） 5（ 50） 27（ 270）

関
　
　
　
東

東　　　京 27（ 270） 13（ 130） 0（ 0） 0（ 0） 40（ 400）

東京を除く
首 都 圏 26（ 260） 37（ 370） 2（ 20） 2（ 20） 67（ 670）

首都圏以外 0（ 0） 19（ 190） 8（ 80） 4（ 40） 31（ 310）

（小　　計） 53（ 530） 69（ 690） 10（ 100） 6（ 60） 138（1,380）

北　　　陸 2（ 20） 8（ 80） 5（ 50） 1（ 10） 16（ 160）

中
　
　
部

中　京　圏 7（ 70） 16（ 160） 3（ 30） 2（ 20） 28（ 280）

中京圏以外 5（ 50） 14（ 140） 4（ 40） 3（ 30） 26（ 260）

（小　　計） 12（ 120） 30（ 300） 7（ 70） 5（ 50） 54（ 540）

近
　
　
　
畿

大　　　阪 11（ 110） 15（ 150） 1（ 10） 1（ 10） 28（ 280）

大阪を除く
京 阪 神 圏 9（ 90） 12（ 120） 1（ 10） 1（ 10） 23（ 230）

京阪神圏以外 0（ 0） 9（ 90） 4（ 40） 2（ 20） 15（ 150）

（小　　計） 20（ 200） 36（ 360） 6（ 60） 4（ 40） 66（ 660）

中　　　国 6（ 60） 11（ 110） 4（ 40） 2（ 20） 23（ 230）

四　　　国 0（ 0） 7（ 70） 3（ 30） 2（ 20） 12（ 120）

北　九　州 7（ 70） 11（ 110） 6（ 60） 3（ 30） 27（ 270）

南　九　州 2（ 20） 9（ 90） 5（ 50） 3（ 30） 19（ 190）

計（回収数） 112（1,120） 199（1,990） 55（ 550） 34（ 340） 400（4,000）




